
様式第二号の八（第八条の四の五関係） (第1面)

広島市長

提出者

住所

氏名

(法人にあっては、名称及び代表者の氏名)

電話番号

当該事業場において現に行っている事業に関する事項

④産業廃棄物の一連
　の処理の工程

・木くず→(破砕)燃料
・紙くず→(破砕)再生紙原料、RPF原料
・繊維くず→(破砕）燃料
・金属くず→鉄鋼原料
・廃プラスチック→(破砕)→燃料
・がれき類→(破砕)→安定型埋立、燃料
・コンクリート破片→再生砕石
・ガラス・陶磁器くず→(破砕)→安定型埋立
・石膏ボード→(破砕)→管理型埋立
　　　　　　　　　　　→再生品原料、燃料
・石綿含有建材→安定型埋立

　廃棄物の処理及び清掃に関する法律第12条第9項の規定に基づき、産業廃棄物の減量その他
その処理に関する計画を作成したので、提出します。

①事　業　の　種　類 総合工事業

 事　業　場　の　名　称 住友林業株式会社 住宅事業本部 広島支店

 事 業 場 の 所 在 地 広島県広島市中区東白島町14番15号　NTTCRED白島ビル11階

 計　　画　　期　　間 令和7年4月1日～令和8年3月31日

産業廃棄物処理計画書

　　7年　6月  26日

広島県広島市中区東白島町14番15号NTT CRED白島ビル11階

住友林業株式会社　住宅事業本部　

広島支店長　櫻井　哲典

082-224-1500

②事　業　の　規　模 売上高（連結）2,053,650百万円(2024/12期)

③従　 業　 員 　数 住友林業㈱ 6,095名（2025/5）（広島支店52名）



別紙１

6 年度）　実績量
7 年度）　計画量

　 単位：トン／年 単位：トン／年

現状 計画 現状 計画 現状 計画 現状 計画 現状 計画 現状 計画 現状 計画 現状 計画 現状 計画 現状 計画

50.895 45.806 50.895 45.806 50.895 45.806 50.895 45.806

50.880 45.792 50.880 45.792 50.880 45.792 50.880 45.792

309.965 278.969 309.965 278.969 309.965 278.969 309.965 278.969

4.185 3.767 4.185 3.767 4.185 3.767 4.185 3.767

47.833 43.050 47.833 43.050 41.715 37.544 47.833 43.050

78.960 71.064 78.960 71.064 78.960 71.064 4.500 4.050

16.870 15.183 16.870 15.183 16.870 15.183 16.870 15.183

78.555 70.700 78.555 70.700 24.555 22.100 78.555 70.700

73.337 66.003 73.337 66.003 73.337 66.003 68.156 61.340

608.399 547.559 608.399 547.559 608.399 547.559 608.124 547.312

50.420 45.378 50.420 45.378 50.420 45.378 50.420 45.378

71.085 63.977 71.085 63.977 71.085 63.977 46.365 41.729

23.898 21.508 23.898 21.508 0.000 0.000 0.000 0.000

1465.282 1318.7538 0 0 0 0 0 0 0 0 1465.282 1318.7538 1381.266 1243.1394 1336.748 1203.0732 0 0 0 0

　 ※上記に分類できない産業廃棄物がある場合に限り、空欄へその産業廃棄物の具体的な名称を記入してください。

（廃棄物処理法-産業廃棄物処理計画書）

計画：今年度（
現状：前年度（

認定熱回収業者への
処理委託量

廃プラスチック類

自ら中間処理により減量する
産業廃棄物の量

自ら埋立処分又は海洋投入処分を
行う産業廃棄物の量

全処理委託量

産業廃棄物の種類

自ら行う再生利用に関する事項 自ら行う中間処理に関する事項 自ら行う埋立処分等に関する事項 処理委託に関する事項

排出量
認定熱回収業者以外の熱回収

を行う業者への処理委託量
優良認定処理業者への

処理委託量

排出抑制に関する事項

自ら再生利用を行う
産業廃棄物の量

自ら熱回収を行う
産業廃棄物の量

再生利用業者への
処理委託量

ガラスくず・コンクリートくず及び陶磁器く
ず

グラスウール

石膏ボード

がれき類

紙くず

木くず

繊維くず

金属くず

コンクリート破片

アスファルト・コンクリート破片

管理型混合廃棄物

石綿含有建材

合計

廃棄物の種類



別紙２（廃棄物処理法-産業廃棄物処理計画書）

１　産業廃棄物の処理に係る管理体制に関する事項（管理体制図等）

２　産業廃棄物の排出の抑制に関する事項

　

　　①現状
　　（これまでに実施した取組）

・現場搬入資材の梱包簡易化
・余剰材の削減
・プレカット化の推進
・現場搬入資材のリン木、パッキン材の再利用

　　②計画
　　（今後実施する予定の取組）

・リサイクル養生の活用
・現場搬入資材の梱包簡易化
・余剰材の削減
・プレカット化の推進
・現場搬入資材のリン木、パッキン材の再利用

【参考様式】
記載項目を満たしていれば、任意の様式
で作成したものでも提出可能です。



３　産業廃棄物の分別に関する事項

４　自ら行う産業廃棄物の再生利用に関する事項

５　自ら行う産業廃棄物の中間処理に関する事項

　　①現状
　　（これまでに実施した取組）

　　②計画
　　（今後実施する予定の取組）

　　①現状
　　（これまでに実施した取組）

　　②計画
　　（今後実施する予定の取組）

　　①現状
　　（分別している産業廃棄物の
　　　種類及び分別に関する取組）

種類及び分別に関する取組）
・１１種類の品目を掲示し、分別の徹底を取り組み

　　②計画
　　（今後、分別する予定の産業廃
　　　棄物の種類及び分別に関する取
組）

棄物の種類及び分別に関する取組を今後も継続



６　自ら行う産業廃棄物の埋立処分又は海洋投入処分に関する事項

７　産業廃棄物の処理の委託に関する事項

　　①現状
　　（これまでに実施した取組）

・優良認定業者への依頼実施
・再生化率の高い委託先へのシフト

　　②計画
　　（今後実施する予定の取組）

現在実施している取組を継続

　　①現状
　　（これまでに実施した取組）

　　②計画
　　（今後実施する予定の取組）


